
 

えだというふうに思っております。そういうこ

とから考えますと熱回収のサーマルリサイクル、

これは３Ｒから外れてるものだというふうに思

っております。 

＋

 置広では、ご存じのとおり平成14年にリサイ

クルプラザを建設しまして、ペットボトルと、

それからプラスチックの資源化を図っていると

ころでございます。平成19年度まではペットボ

トルの売却益が発生しておりますけども、プラ

スチックについては売却益としてはまだ発生し

ておりませんが、今年度発生する見込みだとい

うふうにお聞きしておりますので、そういうこ

とから見れば間違いなくリサイクルなってるん

だというふうに理解しております。やはり市民

の皆さんにもそういった実情をお知らせするこ

とによってさらに意識改革が進むかと思います

ので、今後そういった面も十分に検討していき

たいというふうに思ってます。以上です。 

○町田義昭委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 私は、ここで市長にお

聞かせ願いたいと思っているんですけども、今

言ったようにやっぱり消費の構造を変えていか

ないと、ごみというのは買い物すれば必ずごみ

も一緒に買ってくるんですよ。ごみも一緒に買

ってくるんです。ごみも含めて。その構造を変

えるには、販売店の方ではなかなか難しいです。

昔のように魚１切れを例えば経木に包んで買っ

てくるなんていう、大体経木なんて店置いてな

いですから、大体ビニール袋になるわけでしょ

う。それはそれとしてもそれにトレーの量がす

ごいですよね。これも含めて消費者が一番楽に

買える方法を店の方はつくってるんだと思いま

す。なのでごみも一緒に売ってる格好ですね。

その意味では置広の方に払う分担金を減らして

いくというのは、まさに市民一人一人が税金を

むだに使わない運動として一つは大事です。で

あればごみを現在の量を何年後ぐらいまでにど

れぐらい減らしていく、どういう手段でしてい

く、こういう計画をやっぱりきちっと作成しな

がら市民に訴えていく必要があるんではないか

という意味で今回のこの質問をしたわけで、市

長の見解をお聞かせを願いたいと思います。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 委員からご提案いただきました市独自のごみ

の減量化計画、これ大切だと思います。やはり

環境、私どもは循環のまちづくりということで

レインボープラン頑張って市民の皆様の協力に

よって努力してるわけでございますので、そう

いった意味からも市民の皆様にもご協力いただ

きながら、また市としてもきちんとした啓蒙活

動も継続し、ぜひ21年度あたりにそういった計

画を立ててみたいなというふうに思っておりま

す。そして置広の分担金なんかも結果として減

らせれば大変いいのではないかなというふうに

思っておりますので、今後ともよろしくご指導

いただきたいと思います。 
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○町田義昭委員長 次に、順位２番、議席番号12

番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 私は、通告しておりま

す公民館に指定管理者制度を導入することにつ

いての１点について市長並びに教育長、中央公

民館長にお尋ねをいたします。 

 指定管理者制度が導入されて１年経過した段

階で総務省が行った全国調査の結果が「社会教

育調査平成17年版」という資料に掲載されてお

ります。少し古い資料ですが、それによります

と指定管理者による公民館が672館、全公民館

の3.7％という結果であります。これは平成17

年版ですから。しかし、この調査では、市町村
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＋

数の数が明らかにはなっておりません。公民館

の数であります。その中の指定管理者制度を採

用した団体の内訳は、公益法人が243館で、そ

の他が408館と も多く、全体の約61％に上っ

ております。この調査報告ではその他の内訳が

明らかにされておりませんが、調査を紹介した

方の文章によりますと地域組織あるいは住民団

体によるものということであります。 

＋ ＋

 このように受託先の多くが住民団体であると

いうことが公民館の指定管理者の第１の特徴で

はないかと私は思うのであります。つまり受託

者として長井市立図書館のように民間業者の参

入を期待することは無理なのではないかいうふ

うに思うのであります。 

 第２の特徴は、公募によらない制度であると

いうことであります。本来この指定管理者制度

は、公募によって競争原理が働いて、より効率

よい運営を目指すねらいがあるわけですが、結

果はそういう展開に進まなかったようでありま

す。この点からしてもこの制度の破綻を論ずる

方もおられるようであります。指定管理者制度

導入以前の公民館の管理委託の多くは、長井市

でもそうでありますが、地域ごとに設置された

いわゆる自治公民館を基礎に地域の自治組織や

地域団体などによって支えられ、運営され、そ

の力を旧町村単位に設置された地区公民館の運

営という現在の長井市が行っているようなケー

スにつながってきているのではないかというふ

うに考えるのであります。 

 このような公民館の地域住民への業務委託は、

地域住民でもある館長や主事を中心とした住民

の自主管理を市がそれを支え、運営してきたの

が現在の公民館の実態であると思うのでありま

す。このことから公民館にとっての委託は、ま

さに古くて、同時に新しい問題ではないかとい

うふうに思うのでありますが、市長はこの総務

省の先ほど申し上げました調査結果について、

また現在採用している長井市公民館の業務委託

をどのように評価されておられるか、あるいは

問題点などについてどのようにお考えか、市長

にお尋ねをいたします。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 藤原委員がおっしゃいましたデータというの

は法改正なって翌年のことだということで、現

在どういう、どのぐらいの公民館が指定管理者

制度を導入されてるかちょっと私も資料を持っ

てないんですが、ただ県内の35市町村の指定管

理者制度の実施状況を私が図書館の指定管理者

制度のとき検討するときに調べさせたと。それ

は議員の皆様にも配付させていただいたと思う

んですが、結果として長井市が一番おくれてる

部類に入ってると。ほかの市町村は長井市が考

えている以上に指定管理者制度について導入さ

れてるという私の感想です。私としては指定管

理者制度に対して当時から行革を長井市の場合

は進めてまいりましたんで、いわゆる行革のメ

リットがあるかないかということを前提にその

導入を検討したんじゃないかというふうに私は

見ておりました。そういった意味から行革で経

費を削減できない、指定管理者制度で経費を余

り削減期待できない部分については積極的にし

てこなかったんじゃないかというふうに思いま

すけども、地区公民館の導入については経費削

減という視点ではなくて、あくまでも地域の皆

様にとって、市民の皆様にとってまちづくりの

中核となる公民館づくりを今後進めていくべき

だなという視点から導入を検討させていただき、

今回上程させていただいたということでござい

ますので、私としては地区公民館についてはあ

くまでも地域住民主体の延長上に指定管理者制

度というのが、現行のスタイルから見れば一部

管理委託みたいな形じゃなくてきちっとした全

面的な指定管理者制度の委託が望ましいんでは

ないかなというふうに思っております。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 
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○１２番 藤原民夫委員 指定管理者制度を導入

しないということがおくれているという評価が

適切なのか、あるいはまた地域の導入状況によ

って一体どのような地域の中では評価を受けて

いるのかというような点ではもう少し考えなけ

ればいけないのではないかというふうに思って

おります。 

＋

 公民館ではないんですが、昨年は文教の杜に

指定管理者制度が導入されたというふうなこと

で、この関係についての報道を私も関心を持っ

て見ていたんですが、ことしの７月19日付の日

本経済新聞の文化欄に「全国の公立の美術館、

ミュージアム、そういったところで 近続々と

指定管理者制度を見直していきつつある。そし

てもっと 適な運営がないのかということを探

っている」というふうな記事が出ているんです。 

 それで若干取り上げらせていただきますと、

「公立の美術館、博物館に指定管理者制度が導

入されて３年になる。運用を見直す動きが全国

の自治体に広がり始めた。廃止や変更に踏み切

る事例が相次いでいるほか独立行政法人化とい

った代替方式を模索するケースもあらわれてい

る」というふうなことで書いてるんですが、具

体的には縄文遺跡と有珠火山で知られている北

海道の伊達市、ここに市立の宮尾登美子文学記

念館があるんですね。それで2005年４月の開館

以来市は地元のＮＰＯ法人だて観光協会を指定

管理者に選んで運営を任せてきたけれども、今

年度から直営に切りかえたというふうなことで

あります。内容的にはいろいろ宮尾登美子の出

筆したことにちなんで自筆原稿とか、あるいは

手紙、机などを展示したんだけれども、観光客

は期待したほどには訪れなかったと。運営もち

ょっと大変なことになって、「やはり公共施設

の運営者を民間から募るというふうなことでは

もう少し検討が必要なのではないか」というふ

うな記事もあります。 

 また、私も行ったことあるんですが、長野県

に長野県の信濃美術館がありますけれども、こ

れにも指定管理者制度を導入したけれども、そ

して一たんは半官半民で成果を上げた。しかし、

やはりなかなか運営が大変になって、これも指

定管理者制度を見直したというふうな新聞記事

があります。 

 一体どこにこういうふうな原因があるのかわ

かりませんけれども、しかし指定管理者制度が

まるでいろんな公立の施設の運営にとってのす

ばらしい制度のような感じをそちこちでお聞き

するんですが、果たしてそうかというふうなこ

とについて私は一考を要するのではないかとい

うふうに思っております。 

 公募によらない制度ということですが、この

公募によらない制度は結局競争原理というもの

はなくなるんで、これについてはなかなか難し

いんでないか。やはり競争をやって、そしてそ

こでこの制度をもう少し盛り上げた方がいいん

でないかというふうな意見もありますけれども、

この今申し上げた美術館も競争でなくて公募に

よらない制度でやったと。しかし、やはりこう

いう結果が出た、制度の破綻が生じたというふ

うなことであります。そういった例もあります

が、このたびの議会に公民館への指定管理者制

度の導入を図る議案が提案されております。 

 公民館の指定管理者制度の導入問題から浮か

び上がってきた問題点について次の４点につい

て教育長にお尋ねをいたしたいと思います。 

 まずその第１点は、指定管理者への委託は行

政当局にとって施設所有権を残す程度で施設の

あり方に対する責任があいまいにならざるを得

ないのではないかというふうなことを心配する

わけであります。人権としての社会教育を規定

した憲法や教育基本法、社会教育法とのかかわ

りが薄れて、社会教育機関本来の理念が後退し

ていくという危険があるのではないかというふ

うに考えるのであります。あくまでも社会教育

施設の設置は自治体の責務でありまして、みず

―２１５― 



 

＋

からの責務の放棄につながるというふうに考え

られる。この指定管理者制度は、決して導入す

べきものではないんでないかというふうに考え

ますが、教育長のこの制度導入の提案に当たっ

ての理念はいかがなものなのか、まずお尋ねを

いたします。 

○町田義昭委員長 ここで申し上げます。勤労セ

ンター体育館で事故がございましたので、鈴木

隆政勤労センター所長が退席されました。 

＋ ＋

 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 自治体の責任ということです

けども、これは社会教育法の第21条に「公民館

は市町村が設置する」、また社会教育法第24条

に「市町村が公民館を設置しようとするときは

公民館の設置及び管理に関する事項を定めなけ

ればならない」ということで、長井市の方でも

長井市公民館の設置及び管理に関する条例第１

条により公民館の設置は自治体にありますので、

責任は自治体にあるというふうに考えています。 

 また、平成18年１月に出された長井市の指定

管理者制度に係る基本方針の制度導入の基本的

な考え方にも「指定管理者による管理であって

も市は公の施設の設置者として市民に対して責

任を負っていく」というはっきりと市民に対す

る責任を明記しているところですが、なぜ指定

管理者制度を導入するのかということですけど

も、これも何回かお答えをしてきているところ

ですが、私は、さっき市長の方からもありまし

たが、長井方式を堅持する。住民による住民の

ための公民館運営ということで昭和63年からや

ってきているわけですし、長井市の第４次の総

合計画にも自主自立、協働のまちづくり、その

コンセプトを実現するためにも長井方式を堅持

する必要があるんじゃないかというふうに思っ

ているところです。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 この前もその答弁はお

聞きいたしましたが、第２点は、受託団体と行

政との関係ですが、行政が受託団体に対して事

業を評価し、あるいはチェックする機能が強ま

るという関係に重きが置かれることになりはし

ないかと。そうなれば受託団体と行政とが協力、

パートナーシップを築くというこれまでの運営

体制を維持するということがちょっと困難にな

るのではないかなというふうに危惧するわけで

ありますが、教育長、このことに関してどのよ

うなお考えお持ちですか。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 当然受託団体に対する評価と

いうのは教育委員会でもしていかなければなら

ないというふうには考えています。ただ、これ

まで同様に館長会とか主事会、そういうものは

継続しますので、その折にいろいろ連携をとり

ながらやっていけるのでないかなというふうに

思っています。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 そういう一般的なこと

でなくて、具体的に公民館長及び主事さんが事

業をやったその結果、あるいはその内容等につ

いて行政側ではこれをチェックして、そしてき

ちっとした整理をして報告するというようなこ

とになるんじゃないですか。今までは公民館が

終的に年間の報告として報告書に掲載してい

たものを今度はやはり書類の関係かいろんな関

係で、あるいはまた経理の関係も当然あるわけ

ですが、これをチェックするという機能がどう

しても強まってしまうのではないかと。もちろ

ん事前にその内容についての計画は示されるわ

けですから、教育委員会ではチェックするもの

と思うんですが、しかし実際の事業とそこにア

ンバランスが生じるというふうなことなどがあ

ったり、あるいはちょっと想定し得ないような

状態が出るというふうなことになったりして、

結局は行政側がチェックするという機能を強く

位置づけることになるのではないかと。だから

そう簡単に、 初はそういうもんだと思って各
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公民館でも頑張ってやると思うんですが、何か

やはりそこに困難な問題が出てこないものかな

というふうに思うんですが、そのような点はい

かがでしょうかね。 

＋

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 現在も公民館運営の計画とい

うのは出してもらってるわけですし、この後も

公民館の運営計画というのは出してもらう。そ

れに対する教育委員会のチェックというのはこ

れから必要だというふうに思いますが、それが

強化されるということじゃなくて、あくまでも

運営協議会との信頼関係の上に立って公民館運

営の方をしていただきたいなというふうに思っ

ているところです。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 こちらの希望的観測と

いうふうなことになるわけで、ぜひその辺は困

難になることにならないようにひとつお願いし

たいもんだというふうに思います。 

 その次、第３番目には、経費の削減、これが

今回の指定管理者制度を採用することの 大の

ねらいなわけですね。この経費の削減によって

公民館主事や公民館で働く人々の労働の条件の

悪化につながってしまわないか、これが非常に

大きな問題ですが、その点を心配するわけであ

ります。指定管理者制度がねらいとする先ほど

申し上げました経費削減、この実態は、人件費

の削減に依存してるんじゃないかというふうに

考えられるわけですね。その結果、雇用労働条

件の不安定化あるいはまた職員の専門性がない

がしろにされる、そういう傾向を含んでいない

のかというふうな問題、こういったことがあり

ますといわゆる公民館の質の高いサービスは省

られなくなるのではないかと。また同時に、質

の高いサービスを注ぐことなしには利用者の利

用の増大が見込めない、こういうジレンマが生

じないのかと。いずれにしても働く公民館の職

員の方々にとっては余り結構な制度でないので

はないかと、実態からいって、その点について

はいかがお考えですか。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 公民館主事の身分、待遇につ

いては、今の運営協議会にいろんな規定があり

ますので、その規定を引き継ぐような形での募

集要項ですか、これを提示したいというふうに

思っていますし、公民館主事の待遇もそのまま

引き継ぐような形での提示をしていきたいとい

うふうに思っています。 

 あと質の低下ということですけども、先ほど

も申し上げましたが、館長会、主事会というの

はそのまま引き継ぎますので、これについても

今と同じような状況でできるんじゃないかなと

いうふうに思っているところです。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 ぜひそのような考え方

で臨んでいただきたいと。特に公民館主事の

方々がそういう問題について声を出しにくいと

いうふうなことのないようにぜひお願いしたい

もんだというふうに思います。 

 次に、市長にお尋ねをいたしますが、公民館

を設置する直接の責任は自治体があるわけです

ね。法では、社会教育法の第21条、「公民館は

市町村が設置する」と明確に定めております。

地域に根づいた施設だからこそ自治体か責任を

負うのであります。責任をしっかりと果たす自

治体と責任を放棄した自治体では、地域の社会

教育活動は全く違った展開をするというふうに

考えます。社会教育法の第５条では、「自治体

の教育委員会の任務として公民館の設置及び管

理に関すること」と定めております。つまり公

民館設置の責任は、とにかく第一義的には自治

体にあるということをしっかりと押さえなけれ

ばならないというふうに思うのであります。 

 公民館の設置に責任を負う職員は、すばらし

い公民館実践を展開して注目されている事例を

私も公民館事業に参加させていただいて幾つか
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の例を報告することができるわけでありますが、

こうした地域の人々の願いにこたえる実践によ

って地域の人々が公民館主事の存在の確かさに

気づいて職員が事業の推進に大きな力を発揮す

ることができるというふうに思うのであります。

長井市の公民館活動は、厳しい財政状況にあり

ながらも住民の皆さんの期待が高いこともあっ

て皆さんから高い評価を受けているというふう

に私は考えております。 

＋ ＋

 地域の方々が公民館の職員の存在の確かさに

気づいて職員は事業の推進に大きな力を発揮し

ているというふうに思います。こうした努力を

評価せずに人件費を抑制しては住民の願いにこ

たえることはできない。それこそむだな施設運

営に陥って社会教育の価値を埋没させてしまわ

ない、そういう施策が今こそ必要なのではない

かというふうに私は考えるのですが、この点に

ついて市長の考え方をお聞きいたします。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 市町村の方で、長井市でしっかりと責任を持

ってこれからも運営にかかわっていくわけでご

ざいます。ただ、スタイルとしては指定管理者

制度ということで地元にお願いするわけですけ

ども、委員がおっしゃるように地区公民館の指

定管理者制度を導入することで経費を節約する

ということは私は考えておりませんし、むしろ

逆にもっと地域の皆さんが協働のまちづくりを

実践できるようなそういった支援を積極的に行

うべきだというふうに思っております。 

 そしてその中核となって働いていただく主事

の皆さんについては、もう指定管理者制度どう

のこうの言う前に昨年の４月に新たな給与体系

を導入させていただいたということであります。

以前は事務管理公社ということで給与の方が頭

打ちでありましたけども、この間の一般質問、

決算の方でも質問に答えてあったんですが、社

会福祉協議会の保育士さんの給与体系を取り入

れましたので、給与体系としては随分私は改善

されたというふうに思ってますし、この給与体

系をこれからも堅持しながら、むしろ全く逆で

して、経費は節減じゃなくて、もっともっと地

区公民館、地域活動に支援してまいりたいとい

うふうに思っておりますので、市の責任として

地区公民館を核とした地域振興を図ってまいり

たいというふうに思ってます。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 大変すばらしい答弁を

いただいたと思っておりますが、一つは、この

公民館の運営については市で責任を持ってかか

わっていくというふうな答弁、さらにまた経費

節減を考えてこの制度を導入したんではないん

だということ、それから種々の労働条件、特に

給与体系についてはこれを維持し、さらにこれ

からも充実させていくんだというふうな考え方

をお聞きいたしましてほっとしているところで

ございますが、ぜひこれを守っていただきたい

というふうに思います。 

 次に、教育長にお聞きいたしますが、今、市

長から答弁をいただきましたが、教育長はこの

公民館を支える、また同じようなことを聞くの

かなというふうな感じはしますが、この屋台骨

となって頑張っておられる公民館職員の待遇、

この改善策について、待遇ですね、今は給与の

問題の待遇について市長から答弁いただきまし

たが、なかなか９時から５時までの通常の勤務

というふうなことでなくて、特に夜間あるいは

早朝からの勤務というふうな大変な勤務状況が

強いられる場合が地域の事業の中ではあると思

うんですね。こういったことについてどのよう

に今後この主事の皆さんが満足して、満足とい

いますか、働く力を出してこういった業務に携

わっていこうとなされるか、そういった改善策

についてのお考えをお尋ねいたします。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 主事の皆さんには、先ほど市
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長からもありましたように大変頑張ってるとい

うことで、今回の組織を変える時点で給与の面

での待遇改善をしているわけですが、指定管理

者制度導入にかかわって考えているということ

は時間外手当ですね、これも地区公民館によっ

てばらばらの状況のようですので、その辺を統

一した考えで持っていくというようなことでの

検討も今してもらっているところです。 

＋

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 中央公民館長にお尋ね

をいたします。 

 ことし１月25日に全国の生涯学習・社会教育

主管部課長会議というのがあって、いわゆる

「１・25文書」なるものが出されたというふう

に聞いておりまして、この１・25文書が非常に

話題を呼んでおりますが、それについて館長、

どのようなご認識でおられるか、お聞きいたし

ます。 

○町田義昭委員長 平 正行中央公民館長。 

○平 正行中央公民館長 お答え申し上げます。 

 ことしの１月25日ではなくて17年の１月25日

かと思います。これは全国生涯学習・社会教育

主管課長会議において文部科学省の見解を示し

たものであります。 

 そのポイントにつきましては、公民館、図書

館及び博物館の社会教育施設について指定管理

者制度を適用し、株式会社など民間事業者にも

館長業務を含めて全面的に管理を行わせること

ができること。 

 ２つ目に、指定管理者においても公民館、図

書館及び博物館は館長を必ず置かなければなら

ないこと。 

 ３つ目には、社会教育法第28条や地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第34条では館長

や職員の任命を教育委員会が行うこととされる

が、指定管理者が雇う者は公務員ではないので、

教育委員会の任命は不要である要旨。 

 ４番目、指定管理者制度の適用については地

方公共団体が判断するものであること。 

 ５番目、業務の範囲は公の施設の設置の目的

を効果的に達成する観点から設定をすること。 

 ６番目、個人情報の取り扱いには特に留意を

すること。 

 ７番目は、図書館でございますが、図書館に

適用する場合は利用料金の設定に際して図書館

法第17条の規定に注意すること。これが主な内

容の要旨でございます。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 １・25文書と呼んでお

るようでありますが、この文書について教育長

に一つお尋ねいたしますが、それでは長井市で

も指定管理者なら別に公務員の館長ではないの

で、公民館長や主事に対しても教育委員会の辞

令は交付しない、こういうことになりますか。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 そのとおりです。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 辞令交付のない館長、

主事ということになって、一体だれがどこで館

長になったのかということはどこでわかるんで

すか。それとも教育委員会のあれでなくてだれ

かがやるんですか、委嘱。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 館長も主事も運営協議会、受

託した団体の職員になりますので、そこで館長

なり主事の辞令というのか、何かそういう形の

ものが出てくるんでないかというふうに思いま

す。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 つまり一片の辞令書と

いうのはないんですか。ただその会議で、あな

た公民館長お願いだ、こっち主事お願いだとい

うので決まるんですか。 

○町田義昭委員長 平 正行中央公民館長。 

○平 正行中央公民館長 館長、主事、あと運営

協議会の委員も含むことになるわけですが、運
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＋

営協議会の職員もしくは委員、会長、副会長、

館長というふうなことになります。さきに４月

以降各運営協議会等でこの制度等の説明をさせ

ていただいた場合、今、委員ご質問の部分も出

てまいりました。今の運営協議会では、運営協

議会そのものの運営の規約等、あと公民館主事

の就業規則等６つの規約、規定がございます。

その中の今の本体の規約の部分でやはり内容を

変えながら地域で選ぶ選考委員会的な流れがい

いのではないかということで今動いてございま

すが、教育委員会の任命がないということはこ

れは間違いございません。ですから地域で選ん

でいただきながら、流れとしては運営協議会と

して委嘱をする、もしくは雇用契約をする、こ

ういう形になるのが筋ではないかなと。運営協

議会で館長さんがだれそれ、会長がだれそれ、

こういった形で進むと考えております。 

＋ ＋

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 ちょっとわかるような

わからないようなですが、つまり教育委員会の

辞令交付はしないと。辞令交付というものはな

いと。つまり一片の辞令書はないと。そして運

営協議会の方から団体の会長とか事務局が決ま

るような形であなたが公民館長というふうに運

営協議会の中で選出するんですか。それともど

こか、どうなんですか、その点は。 

○町田義昭委員長 平 正行中央公民館長。 

○平 正行中央公民館長 運営協議会の中で決め

ることになります。ただ、先ほども申し上げま

したが、恐らく年度末をもってその運営協議会

もしくはそこで規約等で定めた選考委員会、こ

ういったところで決定がなされるものと考えて

いるところです。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 教育委員会が任命する

というのは、館長や専門職は公務員であること

が当然の前提としてこれまでは規定されてきた

わけですね。それを指定管理者制度という新し

い制度ができたから、館長その他の職員の対象

が公務員でなくなれば適用されないと。いわば

形式論なんですね。しかし、そのような指導が

あるので、運営協議会という団体でほかのいろ

んな子供会とかさまざまな団体がやっているよ

うな役員の決め方で、それでじゃあ館長引き受

けます、いや、主事引き受けましたなんて、こ

のようなことで一片の辞令交付書も１枚もない、

これなんですね。 

○町田義昭委員長 平 正行中央公民館長。 

○平 正行中央公民館長 お答えいたします。 

 １通の辞令書、任命書等もございません。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 感想を教育長に求める

わけですが、長井市もやはりこのようなことに

適用をするのか、非常にお役所的、上からの指

令でこうこうこうだというふうな感じを抱かざ

るを得ないわけです。やはり辞令というのは、

ただの紙っ端でないんですね。市長とか教育長

とか、そういったしかるべき方々にいただいて、

ではやるかというふうな一つの決意を促すため

の非常に貴重な文書だと思うんですね。その文

書をなくすというふうなことでありますので、

まさに一体、館長や主事の業務に支障を来さな

いか、あるいはまたそんなに簡単に重要な任務

となる館長や主事の皆さんが仕方がないという

ふうになるのか、私はその点についてもやはり

疑問を感じるんですね。 

 社会教育法第28条、地教行法第34条が適用さ

れないといっても、今度は地教行法の第23条、

教育委員会の職務権限、これがつまりは論点に

今後なってくるのではないかと思うんです。つ

まり教育機関は教育委員会が管理することを明

確にこれを規定しているわけですね。教育委員

会が管理するんだと。教育委員会は、当該地方

公共団体が処理する教育に関する事務として、

その中に公民館いうものが明確に入ってるんで

す。 

―２２０― 
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 さらに第32条には、教育機関の所管というこ

とで「公民館、図書館の所管は教育委員会にあ

る」というふうにしておりまして、教育委員会

が社会教育機関の管理主体であることは間違い

ないところなわけですね。しかし、こうした辞

令交付、辞令行為すらやれない、このような教

育委員会の姿でいいんですか。教育長のご意見

求めます。感想。 

○町田義昭委員長 ここで昼食のため休憩します。

再開は午後１時とします。 

 

 

   午後 ０時０１分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○町田義昭委員長 休憩前に復し、午前に引き続

き会議を再開いたします。 

 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 教育委員会の職務権限という

ことですけども、公民館も図書館も社会教育施

設ですので、これからも教育委員会文化生涯学

習課を中心にしながら連携をとって支援をして

いきたいというふうに思っていますし、辞令交

付については残念ながら教育委員会としては辞

令を出すわけにいきませんので、それぞれの運

営協議会の会長なり、または会として辞令を出

すような方向でやっていただきたいというふう

に思いますし、館長会とか主事会があるわけで

すので、その折に教育委員会として激励をして

いくことはできるんじゃないかなというふうに

は思っています。以上です。 

＋

○町田義昭委員長 申し上げます。大沼 久委員

は、午後の会議に遅刻でございます。 

 続けます。 

 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 公民館は、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第30条によって

教育機関と規定されて、教育機関の職員の任命

は教育長の推薦により教育委員会が任命する、

こういうふうに法で第34条あるいは社会教育法

第28条の規定からいっても、館長業務含めて指

定管理者に管理をゆだねることはできないとい

うふうなことで、今、教育長の答弁のように辞

令交付はできないというふうなことであります

が、つまり指定管理者が雇う者は公務員ではな

いから教育委員会の任命は不要であるというふ

うな国の方針に従ったわけであります。しかし、

同時に、それらの制度の適用についてはあくま

で自治体が判断するものであるということもま

た明示をしてるんです。自治体が判断してもい

いというふうに明示してるんです。ですからそ

れをしたからどうだというふうなあれはないわ

けでありまして、ぜひこの新しく任命される館

長、主事のこれからの業務の推進を願って、あ

るいはまた活躍を願って、ぜひそのようにして

いただきたい。あくまで自治体が判断するもの

だというふうなことの制度の適用を生かしても

らいたいというふうに思うわけであります。 

 教育委員会が任命するというのは、館長や専

門職は公務員であることが当然の前提として規

定されてきた。それを指定管理者制度という新

しい制度ができたんで館長その他の職員の対象

が公務員でなくなれば適用されないということ

は、結局は先ほど申し上げましたが、形式論以

外の何物でもないというふうなことであります

から、ぜひこれをそうでなく自治体が判断する

というふうな立場に立ち返って辞令交付をする

べきであるというふうに思うのであります。 

 後に、市長にお聞きをいたします。指定管

理者制度の問題として、制度の導入は住民への

委託をてこにして公的保障の歩みを後退させる

のではないかというふうに厳しくとらえる必要

があると考えるんです。単に住民の自主管理を

住民参加論で片づけるいうふうなわけにはいか

ないのではないかと思うんです。 

―２２１― 



 

＋

○町田義昭委員長 内谷重治市長。  公民館の指定管理者制度の導入で懸念される

問題点として第１は、指定管理者への受託は行

政当局にとって施設所有権を残す程度で施設の

あり方に対する責任があいまいにならざるを得

なくなるのではないか。社会教育施設の設置は

自治体の責務であり、みずからの責務の放棄に

はつながらないかというふうに懸念をするわけ

であります。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

＋ ＋

 私は、指定管理者制度を導入することによっ

て公民館の運営の目的とか、あるいは館長始め

主事の皆さんの身分や給与、さらには地域の市

民の皆様の負担がふえるんでないかということ

は全く当たらないと思っております。むしろ長

井市の第４次総合計画の柱であります協働のま

ちづくりを進めるには、やはり市役所から、あ

るいはＮＰＯ団体からのいろんな働きかけもも

ちろんでありますけども、地域の人たちと一緒

になって、一人一人が協働をよく理解いただい

て一緒になって地域づくりをしていくまちづく

りをしていくことが重要だと思っております。

そういった意味からは、より現在の管理運営委

託、運協に委託してる状況よりは、指定管理者

制度として地域の皆さんのいろんな創意工夫を

さらに生かせるような体制の方がいいんじゃな

いかという判断で導入をお願いしたところでご

ざいますので、藤原委員がご指摘されるような、

繰り返しになりますけども、人件費を圧縮する

ということは、先ほど申し上げましたようにむ

しろ給与体系は整備しておりますので、逆に人

件費がふえると思います。さらに運協の方でも

受託団体として受けていただくわけですから、

その責任等々が生じますので、そういった皆様

にもそれなりの経費をお支払いしなければなら

ないというふうに思っておりますし、さらに行

政が責任を放棄するなんていうのは全く筋違い

な話でありまして、市民と一緒になって市役所

は、行政はまちづくりをしていくわけでありま

すので、より正常な形の運営体制になっていく

もんだというふうに思っております。そんなこ

とからこの指定管理者制度によってなお一層地

域づくりあるいは社会教育の充実が図られるこ

とを願ってるものです。以上です。 

 第２は、指定管理者制度の導入によって受託

団体と行政との関係は、行政が受託団体に対し

て事業評価しチェックする機能が強まって、先

ほど申し上げましたように協力、パートナーシ

ップ、これを築くことが困難にならないのかと

いうことを心配するわけであります。 

 第３に、経費の削減、節減によって働く方々

の労働条件の悪化は必至でないかいうふうに思

うんです。指定管理者制度がねらいとする経費

節減の実態は、「節減ではない」と先ほど市長

は申し上げましたが、しかし、人件費の削減に

依存しているのではないか。その結果、雇用・

労働条件の不安定化や職員の専門性がないがし

ろにされるという傾向を含んでいるのではない

かというふうに危惧するものであります。かと

いって質の高いサービスを注ぐことなしには利

用の増大を見込めない、こういうジレンマが出

てくるのではないかというふうに思うんです。

それでこのような実態からすれば経費が削減さ

れたしわ寄せが受益者負担の導入を始めとして

住民にのしかかる、そして社会教育のサービス

は後退していくというふうにつながってはいか

ないか危惧するものであります。指定管理者制

度は、そういう現実を追認することにつながっ

て行政の責任を放棄してしまうというふうにつ

ながってしまうのではないかというふうに考え

るわけですが、市長のこの制度を新設し、推進

しようとする意図と現実の問題についてお聞き

をしてこの質問を終わるわけでありますが、答

弁をお願いいたします。 

○町田義昭委員長 12番、藤原民夫委員。 

○１２番 藤原民夫委員 以上で終わります。 

―２２２― 

＋




